
　保育料は、今まで、合併前の旧市町の区域ごとに定められていましたが、平成20年４月から、区
域（笠間、友部、岩間）ごとの各区分の最低額で、下表のとおり統一します。
　これは、合併後３年を目途に統一することとなっていた合併事務事業調整方針に基づくもので、市
では、県内保育料の状況を調査するとともに、平成18年 11月に笠間市保育料審議会（委員12人、
公開開催）を設置し、諮問しました。
　審議会では、旧市町の保育料に大きな差があったため、平成19年１月から慎重に審議を重ね、「保
育料は、国の基準で定める各階層の額の５割～７割等とし、厳しい財政状況の中、子育て家庭の負担
に対し、最大限に配慮した保育料に統一･決定されますように」とする結果を、８月に市長あてに答
申しました。
　この答申を受け、市では県内合併市における保育料の設定方法、旧市町保育料の歴史的経緯及び答
申書の考え方を踏まえ、子育て支援・少子化対策として保育料を最大限に軽減し、合併によって統一
すべき保育料については、「各区分の最低額による保育料」で統一することに決定したものです。

笠間市保育料徴収基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収基準額（月額）

区　分 定　　　義 ３歳児未満 ３歳児 ４歳児以上

第１階層 生活保護法による被保護世帯
（単給世帯を含む） ０円 ０円 ０円

第２階層 第１階層及び第４から
第７階層を除き，前年
度分の市町村民税の額
の区分が次の区分に該
当する世帯

市町村民税非課税世帯 ４，０００円 ２，４００円 ２，４００円

第３階層 市町村民税課税世帯 １０，０００円 ７，０００円 ７，０００円

第４階層
第１階層を除き，前年
度分の所得税課税世帯
であって，その所得税
の額の区分が次の区分
に該当する世帯

４０，０００円未満 １９，０００円 １６，０００円 １６，０００円

第５階層 ４０，０００円以上
１０３，０００円未満 ３３，０００円 ２５，０００円 ２３，０００円

第６階層 １０３，０００円以上
４１３，０００円未満 ４５，０００円 ２６，０００円 ２３，０００円

第７階層 ４１３，０００円以上 ５２，０００円 ２６，０００円 ２３，０００円

４月から、保育所（園）の保育料を４月から、保育所（園）の保育料を
旧市町の最低額で統一します。旧市町の最低額で統一します。
４月から、保育所（園）の保育料を４月から、保育所（園）の保育料を
旧市町の最低額で統一します。旧市町の最低額で統一します。

問合せ先：子ども福祉課（内線 162）
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